
労働組合法施行令 

-----------------------------------------------------------------------------------

　　昭和24・６・29　政令２３１号　　

改正平成６・７・27　政令２５１号　　

-----------------------------------------------------------------------------------

（法第５条の管轄）  

第１条 　労働組合注（以下「法」という）第５条第１項の労働委員会は、当該労働組合が参　

　　　与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会　

　　　とする。

 

（法第11条の管轄）  

第２条 　法第11条第１項の労働委員会に、法第25条第２項の確定により中央労働委員会が専　

　　　属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方労働委　

　　　員会又は中央労働委員会とする。

 

　２　 　労働委員会に、法第11条第１項の証明の申請があつた場合において、当該労働組合が

法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。

 

（法人である労働組合の登記）  

第３条 　法第11条第１項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。

1.名称

2.主たる事務所

3.目的及び事業

4.代表者の氏名及び住所

5.解散事由を定めたときはその事由

　  

第４条 　法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、２週間以内に、旧所在地に　

　　　おいては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければな　

　　　らない。

 

　２　 　同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登　

　　　記をするたけで足りる。

第５条 　前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生したときは、２週間以内にその登　

　　　記をしなければならない。



第５条の２ 　法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行　

　　　する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その　

　　　登記をしなければならない。

第６条 　法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から２週間以内にその　

　　　登記をしなければならない。

第７条 　法人である労働組合の登記については、その主たる事務所の所在地を管轄する法務　

　　　局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれをつかさ　

　　　どる。

　２　 　各登記所に労働組合登記簿を備える。

第８条 　法第11条第１項の規定による登記の申請書には、規約、第２条第２項の証明書及び　

　　　代表者の資格を証する書面を添付しなければならない。

第９条 　法人である労働組合の主たる事路所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書に　

　　　は、登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。ただし、代表者の氏、　

　　　名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

第10条 　法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表　

　　　者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。

第11条 　商業登記法（昭和38年法律第125号）第２条から第５条まで、第７条から第16条まで、

　　　　第17条第１項及び第２項、第18条、第20条第１項及び第２項、第21条から第23条まで、

　　　　第24条第１号から第12号まで及び第14号、第26条、第57条から第59条まで、第107条　

　　　から第112条まで、第113条の２から第113条の５まで並びに第114条から第120条まで　　

　　の規定は、法人である労働組合の登記に準用する。

第12条から第14条まで　削除

（労働協約の拡張適用の手続）  

第15条 　法第18条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、　

　　　当該地方労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域か二以上の都道府県にわ　

　　　たるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題にかかると認　

　　　めたときは、中央労働委員会及び労働大臣が行うものとする。

（労働委員会の権限の行使）  

第16条 　労働委員会は、法及び労働関係調整法（昭和21年法律第25号）に規定する権限を独　

　　　立して行うものとする。



（地方労働委員会の名称等）  

第17条 　地方労働委員会は、都道府県の機関として都道府県ごとに置かれるものとし、当該　

　　　都道府県の名を冠する。

（中央労働委員会の指示権等）  

第18条 　中央労働委員会は、地方労働委員会に対して地方労働委員会の事務処理に関する基　

　　　本方針及び法令の解釈について必要な一般的指示をすることができる。

第19条 　中央労働委員会は、地方労働委員会に対して、当該地方労働委員会において処理し　

　　　ている事務について、期限を指定して報告を求め、法令の適用その他当該事務の処理　

　　　に関して必要と認める示さ又は助言をすることができる。

（委員の任命手続）  

第20条 　内閣総理大臣は、法第19条の３第２項の規定に基づき使用者を代表する者（以下　　

　　　「使用者委員」という。）又は労働者を代表する者（以下「労働者委員」という。）　

　　　を任命しようとするときは、使用者団体（二以上の都道府県にわたつて組織を有する　

　　　ものに限る）若しくは国営企業（同項に規定する国営企業をいう。）又は労働組合　　

　　（国営企業職員（同項に規定する国営企業職員をいう。以下同じ。）が結成し、又は加　

　　　入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する４人の委員以外の委員に関し　

　　　ては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。）に対して候補者の推　

　　　薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。

 

　２　 　内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦　

　　　に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。

 

　３　 　労働組合は、第１項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が　

　　　法第２条及び第５条第２項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなけ　

　　　ればならない。

 

　  

第21条 　都道府県知事は、法第19条の12第３項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を　

　　　任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は　

　　　労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するもの　

　　　とする。

　２　 　都道府県知事に、法第19条の12第３項の規定に基づき公益を代表する者（以下（公　

　　　益委員」という）を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命　

　　　しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうち　

　　　から任命するものとする。



　３　 　労働組合は、第１項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が　

　　　法第２条及び第５条第２項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る地方労働委　

　　　員会の証明書を添えなければならない。

（公益委員の通知義務）  

第22条 　公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又　

　　　は所属政党が変つたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理　

　　　大臣に、地方労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなけれ　

　　　ばならない。

（委員の費用弁償）  

第23条 　法第19条の８の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金　

　　　額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給与に関する法　

　　　律（昭和24年法律第252号）第１条第４号から第14号までに掲げる職員が、その他の　　

　　公益委員にあつては一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）第６条　　

　　第１項第９号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が、使用者委員及び労働者　　

　　委員にあつては同項第１号イに規定する行政職俸給表(一)（以下「行政職俸給表(一)　　

　　という。）の11級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律（昭和25年法　　

　　律第114号。以下「旅費法」という。）の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額　　　

　と同一とする。

　２　 　前項に定めるものの外、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによ　

　　　る。

（地方調整委員）  

第23条の２ 　法第19条の10第１項の政令で定める事件は、同項に規定する国営企業とその国　

　　　営企業職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第一に定める一の区域内のみに　

　　　係るものとする。

　２　 　法第19条の10第２項の政令で定める区域は、別表第一のとおりとする。

　３　 　使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員の数は、別表第　

　　　一に定める関東、中部及び近畿の区域にあつては各３人とし、同表に定めるその他の　

　　　区域にあつては各２人とし、公益を代表する地方調整委員の数は、同表に定める区域　

　　　ごとに３人とする。

　４　 　第20条の規定は、労働大臣が法第19条の10第２項の規定に基づき使用者又は労働者　

　　　を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第　

　　　20条第１項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する４人の委員以外の委　



　　　員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるも　

　　　のとする。

　５　 　法第19条の10第３項で準用する法第19条の８の規定により地方調整委員が弁償を受　

　　　ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の10級の職務にある者が旅費法の規定　

　　　に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

 

　６　 　前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところに　

　　　よる。

（地方事務所）  

第23条の３ 　中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第二の上欄に、その位置は同　

　　　表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

第24条 　法第19条の12第４項で準用する法第19条の８の規定により地方労働委員会の委員が　

　　　弁償を受ける費用の種頬、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところ　

　　　による。

（地方労働委員会の事務局の組織）  

第25条 　地方労働委員会の事務局に、会長の同意を得て都道府県知事が定める課を置く。

 

　２　 　前項の課の所掌事務の範囲は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。

 

　３　 　地方労働委員会の事務局の事務局長は、事務吏員をもつて充て、その他の職員は、　

　　　事務吏員その他当該都道府県の職員をもつて充てる。

 

（地方労働委員会の委員の数）  

第25条の２ 　地方労働委員会（東京都及び大阪府に置かれるものを除く）の使用者委員、労　

　　　働者委員及び公益委員の数は、別表第三に掲げるところによる。

 

（公益委員のみで行う会議）  

第26条 　労働委員会は、法第24条第１項の処分については、公益委員の過半数が出席しなけ　

　　　れば、会議を開き、議決をすることができない。

 

（法第25条第２項の政令で定める処分）  

第26条の２ 　法第25条第２項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第５　

　　　条第１項又は第11条第１項の規定による処分とする。

1.国営企業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第

　19条の３第２項に規定する４人の委員を推薦する手続

2.法第27条に規定する手続及び救済



3.次に掲げる労働組合に係る法第11条第１項に規定する手続

イ　　単位労働組合（連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以

下この号において同じ。）のうち組合員の過半数か国営企業職員で

ある労働組合

ロ　　連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半

数が国営企業職員である労働組合

　 

（法第27条の管轄）  

第27条 　法第27条第１項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合そ　

　　　の他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄す　

　　　る地方労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する地方労働委員会とする。　

　　　但し、法第７条第４号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同　

　　　号の労働委員会も、法第27条第１項の労働委員会であるものとする。

 

　２　 　同一の不当労働行為について２以上の労働委員会に事件が係属するときは、当該事　

　　　件の処理は、最初に申立を受けた労働委員会がする。

 

　３　 　不当労働行為について一の労働委員会に事件が係属する場合又は前項の規定により　

　　　最初に申立を受けた労働委員会が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員会　

　　　が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員会を指定したときは、当該事件の　

　　　処理は、その指定を受けた労働委員会がする。

 

　４　 　相互に関連を有する二以上の不当労働行為につき各別に二以上の労働委員会に事件　

　　　が係属する場合において、中央労働委員会が必要があると認めて当該事件の一につき　

　　　管轄権を有する一の労働委員会を指定したときは、当該事件の全部の処理は、その指　

　　　定を受けた労働委員会がする。

 

　５　 　中央労働委員会において全国的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関　

　　　しては、法第27条第１項の労働委員会は、前４項の規定にかかわらす、中央労働委員　

　　　会とする。

（管轄指定）  

第27条の２ 　第１条、第15条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事　

　　　件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係地方労働委員会のうち、　

　　　その一を指定したとさは、当該事件の処理は、その地方労働委員会がする。

 

（国営企業職員の労働関係に係る事件の取扱い）  

第28条 　前２条の規定は、法第25条第２項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する　

　　　処分については、適用しない。



（労働委員会に出頭を求められた者の費用弁償）  

第28条の２ 　法第27条の２の規定により中央労働委員会に出頭を求められた者が弁償を受け　

　　　る費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の１級から３級までの職務のうち労働大　

　　　臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける施費の種類及び金額　

　　　と同一とする。

 

　２　 　前項に定めるものの外、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによ　

　　　る。

 

　  

第28条の３ 　法第27条の２の規定により地方労働委員会に出頭を求められた者が弁償を受け　

　　　る費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

 

（船員に関する取扱い）  

第29条 　次の表の上欄に掲げる区域を管轄区域とする船員地方労働委員会の名称は、それぞ　

　　　れ同表の下欄に掲げるとおりとする

管　轄　区　域 名　　　　　称  

北海道運輸局の管轄区域 北海道船員地方労働委員会  

東北運輸局の管轄区域 東北船員地方労働委員会  

新潟運輸局の管轄区域 新潟船員地方労働委員会  

関東運輸局の管轄区域 関東船員地方労働委員会  

中部運輸局の管轄区域 中部船員地方労働委員会  

近畿運輸局の管轄区域

(兵庫県の区域を除く） 近畿船員地方労働委員会  

兵庫県の区域 神戸船員地方労働委員会  

中国運輸局の管轄区域 中国船員地方労働委員会  

四国運輸局の管轄区域 四国船員地方労働委員会  

九州運輸局の管轄区域 九州船員地方労働委員会  

沖縄県の区域 沖縄船員地方労働委員会  

　２　 　運輸大臣は、法第19条の12第３項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命　

　　　しようとするときは、船員中央労働委員会の委員にあつては２以上の船員地方労働委　

　　　員会の管轄区域にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して、船員地方　

　　　労働委員会の委員にあつては当該船員地方労働委員会の管轄区域内のみに組織を有す　

　　　る使用者団体又は労働組合（当該船員地方労働委員会の管轄区域内に事務所を有する　

　　　その他の使用者団体又は労働組合を含む。）に対して、それぞれ、候補者の推薦を求　

　　　め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。

 

　３　 　運輸大臣は、法第19条の13第３項の規定に基づき公益委員を任命しようとするとき　

　　　は、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示し　



　　　て同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。

 

　４　 　船員法（昭和22年法律第100号）の適用を受ける船員（国営企業職員を除く。）に対

　　　　する第15条の規定の適用については、同条中「都道府県の区域」とあるのは「船員地

　　　　方労働委員会の管轄区域」と、「地方労働委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」

　　　　と、「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、「都道府県に」とあるのは「船員

　　　　地方労働委員会の管轄区域に」と、「中央労働委員会」とあるのは「船員中央労働委

　　　　員会」と、「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」とする。

 

　５　 　中央労働委員会及び地方労働委員会に関する規定（第17条、第20条第１項、第21条　

　　　第１項及び第２項、第23条から第25条の２まで、第26条の２、第28条並びに前条の規　

　　　定を除く。）は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会について準用する。こ　

　　　の場合において、第20条第２項中「内閣総理大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「前　

　　　項」とあるのは「第29条第１項」と、同条第３項中「第１項」とあるのは「第29条第　

　　　２項」と、第21条第３項中「第１項」とあるのは「第29条第２項」と、「地方労働委　

　　　員会」とあるのは「船員地方労働委員会（当該労働組合が二以上の船員地方労働委員　

　　　会の管轄区域にわたつて組織を有する場合は、船員中央労働委員会）」と、第22条中　

　　　「内閣総理大臣」とあり、及び「都道府県知事」とあるのは「運輸大臣」と、第28条　

　　　の２中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。

 

　６　 　法第19条の13第４項で準用する法第19条の８の規定により委員が弁償を受ける費用　

　　　の種類及び金碩は、船員中央労働委員会の会長である委員にあつては特別職の職員の　

　　　給与に関する法律第１条第４号から第14号までに掲げる職員が、船員中央労働委員会　

　　　の委員（会長であるものを除く。）及び船員地方労働委員会の会長である委員にあつ　

　　　ては行政職俸給表(一)の11級の職務にある者が、船員地方労働委員会の委員（会長で　

　　　あるものを除く。）にあつては行政職俸給表(一)卜の10級の職務にある者が、旅費法　

　　　の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。

 

　７　 　前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところに　

　　　よる。

 

　８　 　第28条の２の規定は、船員地方労働委員会について準用する。この場合において、　

　　　同条中「労働大臣」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

 



別表第一（第23条の２関係）

区域名 当該区域に含まれる都道府県  

北海道 北海道  

東　北 青森県　岩手県　宮城県　秋田県　山形県　福島県  

関　東 茨城県　栃木県　群馬県　埼玉県　千葉県　東京都　神奈川県　山梨県  

中　部 新潟県　富山県　石川県　福井県　長野県　岐阜県　静岡県　愛知県　三

重県  

近　畿 滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県  

中　国 鳥取県　島根県　岡山県　広島県　山口県  

四　国 徳島県　香川県　愛媛県　高知県  

九　州 福岡県　佐賀県　長崎県　熊本県　大分県　宮崎県　鹿児島県　沖縄県  

備考

　国営企業労働関係法（昭和23年法律第257号）第２条第１号ロの事業を行う企業に関する場合

は、福島県、新潟県及び静岡県の区域は関東の区域に含まれるものとし、石川県、福井県、三

重県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域は近畿の区域に含まれるものとする。

　国営企業労働関係法第２条第１号ハの事業を行う企業に関する場合は、静岡県の区域は、関

東の区域に含まれるものとする。

別表第二（第23条の３関係）

 名　　　称 位　置 管　轄　区　域  

北海道地方事務所 札幌市 北海道  

東北地方事務所 仙台市 青森県　岩手県　宮城県　秋田県　山形県　福島県  

中部地方事務所 名古屋市 新潟県　富山県　石川県　福井県　長野県　岐阜県　静岡県

愛知県　三重県  

近畿地方事務所 大阪市 　 滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県  

中国地方事務所 広島市 島取県　島根県　岡山県　広島県　山口県  

四国地方事務所 高松市 徳島県　香川県　愛媛県　高知県  

九州地方事務所 福岡市 福岡県　佐賀県　長崎県　熊本県　大分県　宮崎県　鹿児島

県　沖縄県  

備考 

　国営企業労働関係法第２条第１号ロの事業を行う企業に関する事預については、東北地方事

務所の管轄区域がら福島県の区域を除き、中部地方事務所の管轄区域から新潟県及び静岡県の

区域を除き、石川県、福井県及び三重県の区域並びに中国地方事務所の管轄すべき区域は近畿

地方事務所の管轄区域とする

　国営企業労働関係法第２条第１号ハの事業を行う企業に関する事務については、中部地方事

務所の管轄区域から静岡県の区域を除く。



別表第三（第25条の２関係）

使用者委員、労働者委員及び公益委員各５人３ 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形

県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井

県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重

県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥

取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳

島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長

崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又

は沖縄県に置かれる地方労働委員会

使用者委員、労働者委員及び公益委員各７人２ 神奈川県、愛知県又は兵庫県に置かれる

地方労働委員会

使用者委員、労働者委員及び公益委員各９人１ 北海道又は福岡県に置かれる地方労働委

員会

委員の数地　方　労　働　委　員　会


